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大東建託の施工現場における熱中症対策

施工現場で働く方々が安心して業務に従事できる労働環境を整備

２０２３年７月１３日
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熱中症による業種別死傷者数（２０１８～２０２２年）

死傷者数 死亡者数
（人）

出典：厚生労働省 令和４年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」（確定値）

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：竹内啓）では、現在、全国２,２４１カ所※１

で工事が行われています。例年、７月から８月は全国的に熱中症が発生しやすく、国土交通省が公表する

「熱中症による業種別死傷者数」では、屋外作業の多い建設業が最も発生件数の高い業種であることから、

当社では毎年、施工現場での熱中症予防対策を推進しています。また、総務省が公表する「建設業就業者

の年齢構成推移」では、建設業は５５歳以上の高年齢者割合が高いことから、特に熱中症リスクが高いと言

われる高年齢者に配慮した熱中症予防対策が必要となります。

本年５月に新型コロナウイルスの感染法上の分類が「5類感染症」に移行され初めて迎える今夏、当社は、

これまでの感染症対策を緩和した熱中症予防対策を徹底し、現場従事者の健康確保を第一とする現場環

境構築と作業習慣の浸透、定着を推進していきます。

※１ ２０２３年７月１日時点

＜ポイント＞

 ５５歳以上の建設業従事者は年々増加、高齢者ほど熱中症リスクも増加

 ６５歳以上の作業員の現場入場には高齢作業員教育受講および血圧測定を義務化し体調管
理を徹底

 教育・指導も重要な熱中症対策であるとし、毎月、熱中症対策に関する労働衛生教育を実施

 マスク着用やソーシャルディスタンス確保などの感染症対策は緩和

当社の施工現場
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出典：総務省「労働力調査 長期時系列データ」
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■ 施工現場で働く方々が安心して業務に従事できる労働環境を整備

当社グループでは、「人間尊重の精神を基礎とし、施工現場で働く人々の生命を守り、環境整備を行い、

健康を確保すること」を安全衛生管理の基本理念としています。この理念のもと、労働安全法、労働安

全衛生法および当社規定に基づき、安全衛生管理を徹底し、業務遂行上発生する労働災害および疾

病を未然に防止することで、施工現場で働く方々が安心して業務に従事できる労働環境を整備してい

ます。

■ 高齢化に伴う施工現場の健康管理対策

総務省の調査結果から建設業従事者の年齢構成推移をみると、５５歳以上の高齢労働者の割合は

年々増加しており、今後も高齢化が続くと予測されています。現場作業員の適正な健康管理を行うた

め、当社では２０１６年より、６５歳以上の作業員は、１年に一度開催する高齢作業員教育を受講しなけ

れば現場入場できない規定を設けています。また、現場入場時には血圧測定も義務化するなど、体調

面の管理を徹底しています。

熱中症の側面においても、高年齢者は体温調整機能の低下により熱中症リスクが高くなることが知ら

れており、総務省の発表によると、熱中症による救急搬送状況は満６５歳以上の高齢者が半数以上を

占めていることがわかることから、高齢作業員の健康管理には特に注意が必要と考えています。

出典：総務省 令和４年（５月から９月）の熱中症による救急搬送状況
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４．熱中症応急セットによる発症時の対応

体調不良者が発生した際、現場で応急処置を行えるよ

うにするため、現場管理者携帯用と施工現場常備用の

熱中症応急セットを準備しています。

３．熱中症対策品を特別価格で販売

熱中症リスクの高い、日中の屋外作業による体温上昇

を少しでも和らげるため、施工現場で従事する全社員へ、

ファン付き作業着を配布しています。

地元の設計・施工会社様で組織された「大東建託協力

会」の会員様には、熱中症対策品（ファン付き作業着・冷

却機能付きベスト・水冷ベストなど）を割引価格で購入

できるプラットフォームをご案内し、熱中症対策を推奨

しています。

２．ポスター掲示による熱中症予防

従業員の熱中症予防意識の向上を図るため、各施工現

場や事業所には、熱中症予防の注意喚起ポスターを掲

示しています。

また、外国人技能実習生を含む外国人労働者へ向け、多

言語に対応したのポスターの掲示も進めています。

■ 熱中症リスク軽減施策

現場作業員に対して、適切な熱中症予防の教育や指導をすることも重要な熱中症対策に繋がること

から、毎月実施する安全衛生協議会にて、熱中症対策に関する労働衛生教育を実施しています。今年

も５月度より、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置などについて周知しています。その他にも、

熱中症リスク軽減策として、以下のような施策を実施しています。

製氷機、冷水器

注意喚起ポスター（左：日本語版、右：ベトナム語版）

ファン付き作業着

熱中症応急セット

１．製氷機、冷水器の設置

当社施工現場では、熱中症対策として水分不足や過度

な体温上昇を防止するため、製氷機や冷水器等を設置

しています。特に、高年齢者は水分不足になりがちなた

め、こまめな水分補給を推奨しています。
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■ ＩＴ機器を活用した熱中症リスク軽減施策

１．ライブカメラの設置

本社の管理部門にて選定した約730カ所の施工

現場にはライブカメラを設置し、現場管理者が現

場の異変をリアルタイムで確認できるようにする

など、現場の安全管理を徹底しています。

本社でライブカメラを確認する様子

匠アプリの
危険予知作成画面

熱中症指数計の設置

当社は、施工現場へのＤＸ導入を積極的に推進しています。業務の省力化はもちろん、熱中症対策な

どの現場の安全活動にも活用しています。

４．熱中症予防情報メールの登録

熱中症の危険度を把握するため、施工現場で従事する全社員へ、環境省熱中症予防情報ＨＰの「熱

中症予防情報メール」の受信登録を義務化しています。受信した情報を活用し、暑さ指数の確認と

熱中症の予防管理を行っています。また、熱中症警戒アラートの発表状況を毎朝メールで配信して

おり、朝礼での注意喚起を実施しています。

３．熱中症指数計の設置

気温が高い日だけでなく、湿度が高い日、日射・放

射が強い日、風が弱い日も熱中症リスクは高まり

ます。こうした、体と外気との熱のやりとり（熱収

支）に大きな影響を与える、「気温」、「湿度」、「日

射・放射」、「風」の要素をもとに算出された暑さ指

数（ＷＢＧＴ※２）を活用し、全施工現場の複数カ所

に、熱中症指数計を設置しています。

また、タイマーをセットし、アラームが鳴ったら休

憩し、水分補給をするよう、声かけも行っていま

す。
※２ Ｗｅｔ-Ｂｕｌd Ｇｌｏｂｅ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ（湿球黒球温度）の

略

２．当社独自の施工現場管理アプリケーションを活用

昨年４月より、現場管理者と現場に従事する全作

業員向けに、現場の情報共有や当日の作業項目別

の危険予知情報が確認・共有できるオリジナルア

プリケーション「匠アプリ」を開発・導入しています。

紙の資料を使って暑い現場で打ち合わせをする時

間を減らし、安全・効率的に従事できる現場環境を

整備しています。
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■ ２０２０年より続いた感染症対策は緩和

３．除菌スプレーの設置（継続）

休憩所には除菌スプレー、熱中症対策用の

塩タブレットなどを備え、こまめに除菌と塩

分補給ができる環境を整えています。

新型コロナウイルスの感染法上の分類が「５類感染症」に移行されたことを受け、施工現場では、出勤

時の検温廃止、作業時のマスク着用を不要とするなど、新型コロナウィルス感染症の拡大防止措置を

緩和しています。

１．出勤時の検温（廃止）、休憩時の健康状態確認（継続）

出勤時の検温は廃止しましたが、作業開始前、１０時、１２時、１５時の休憩時に健康状態を確認して

います。

２．マスク着用（緩和）

打ち合わせの際などは、引き続きマスクの着用を推奨していますが、作業時のマスク着用は熱中症

対策としても不要としています。

出勤時の検温 健康状態の確認（作業開始前、休憩時）

作業時のソーシャルディスタンス確保・マス
ク着用

作業時（マスク不要）

除菌スプレーの設置

熱中症対策の取り組みを強化することで、当社施工現場における２０２０年以降の熱中症重症化

件数はゼロとなっています。今後も、施工現場で働く方々が安心して業務に従事できる労働環境

を整備していきます。

（廃止）

（廃止）
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■ 大東建託グループの健康経営への取り組み

当社グループは、２０１８年５月に大東建託グループ健康宣言

「当社は従業員一人ひとりの心と体の健康と幸せを財産とし、

いきいきと働くことができる職場環境を実現します。」を制定

しました。

グループ全体で従業員の健康を第一とした健康経営を推進し

ており、２０２３年３月には、経済産業省および日本健康会議が

実施する「健康経営優良法人２０２３」に認定されました。

今後も熱中症対策をはじめ、従業員一人ひとりがやりがいを

感じて、健康でいきいきと働ける職場環境づくりの構築・整備

に取り組んでいきます。

■ 大東建託グループ概要

大東建託グループは、２０１９年より開始した中期経営計画

「新5ヵ年計画」において、「夢や将来を託せる企業、誇れる

企業」を目標に掲げ、賃貸住宅専業から総合賃貸業を核と

した「生活総合支援企業」を目指しています。社会の変化を

成長の機会と捉え、特に注力すべき重要課題を「大東建託

グループ ７つのマテリアリティ」に定め、グループ全体でサ

ステナビリティ経営を推進しています。

今後も大東建託グループは、豊かな暮らしを支える企業と

して、ステークホルダーのみなさまと共に、事業活動の発展

と持続可能な社会の実現に向け、取り組んでいきます。

＜大東建託株式会社概要＞

会社名 ： 大東建託株式会社

所在地 ： 東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 竹内啓

設立 ： １９７４年６月２０日

資本金 ： ２９,０６０百万円

グループ会社 ： ２２社※

拠点数 ： ６３９拠点※（主要グループ３社計）

従業員数 ： １７,８５１名※（グループ連結）

事業内容 ： 建物賃貸事業の企画・建築、不動産の仲介・管理、およびガス供給などの関連事業

Ｗｅｂサイト ： ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｋｅｎｔａｋｕ.ｃｏ.ｊｐ/

決算情報 ： 売上／１兆６,５７６億円、営業利益／１,０００億円（２０２３年３月期）

※ ２０２３年３月３１日時点


